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火災は、煙や炎を見たり、焦げた臭いを感じたりして気付くこと
がほとんどです。しかし、就寝中や仕切られた部屋などで物事に集
中しているときには、火災に気付くのが遅れてしまいます。特に年齢
を重ねると「火災に気付きにくい」「避難が遅れる」などリスクが高
まります。
そこで頼りになるのが、いち早く火災の発生を知らせてくれる「住
宅用火災警報器」。消防庁の調査によると、住宅用火災警報器を設
置している家庭では、設置していない家庭に比べて、死者数・損害額
が約半分、焼損床面積も6割減少していることが分かっています。
まだ設置していない方は、早めの設置を。すでに設置済みの方

も、電池切れや故障がないか、定期的に作動確認を行いましょう。

近くの人同士で助け合おう！
住宅用火災警報器の設置とチェック

（出典）一般社団法人 日本火災報知機工業会
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正常な場合の鳴り方

ボタンを押しても（ひもを引いても）作動しないときは、
「電池切れ」か「機器が故障している」可能性があります。

電池がきちんとセットされているか確認してください。そ
れでも鳴らない場合は、「電池切れ」か「機器本体の故障」で
すので、速やかに電池や機器本体を交換してください。

作動確認の仕方

※この警報音は例です。

住宅用火災警報器は天井など高い
位置に設置するため、取り付けや作動
確認が難しい場合があります。実家や
ご近所に高齢者世帯があれば、一緒に
取り付けや点検をしてみてください。
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　チェック
10年未満であっても、定期的に作動
確認を行ってください。点検ボタンを
押す、音が鳴るか確認するなど、日頃
から作動確認をしておきましょう。

■10年経っていなくても　定期的にチェック

Check!

警察

特殊詐欺被害の大半の電話は、海外からの国際電話でかかってきます。国際電話は、手続きをすることで発着信を休止
できますので、利用しない方は休止手続きをしておきましょう。

国際電話が固定電話にかかってこないようにできます

「防犯機能付き電話」購入費補助

広島県警の安全安心アプリ「オトモポリス」
安芸高田警察署　☎47-0110　／　危機管理課　☎・お太助フォン 42-5625

地域の犯罪や不審者情報など防犯に役立つ機能を備えたスマートフォン専用アプリ ▶

事前予告機能、通話録音機能、非通知着信拒否機能など
がある防犯機能付き電話の購入費用の一部を補助します。

〈 申込期限 〉

12月26日（金）

◀詳しくはこちら

特殊詐欺被害
対策

国際電話
不取扱受付センター

〈 手続き窓口 〉

HP

電話 0120-210-364

申し込みはお早めに

安芸高田警察署でも書
類申し込みを受け付け
ていますので、休止を
希望する方は下記へ問
い合わせてください。

□健康・こども未来課　健康推進係　
　☎・お太助フォン 42-5633
問

教室内容

開催時間

〈 

12
月
の
開
催
日
程 

〉

12日（金）午後

24日（水）午前

4日（木）午前

17日（水）午後

18日（木）午後

3日（水）午前

26日（金）午後

10日（水）午後

午前の部 10：00～12：00
午後の部 13：30～15：30

申込 不要 参加費 無料

※水分補給のための飲み物を持ってきてください
※美土里会場に参加する方は屋内シューズを持ってきてください。

クリスタルアージョ

八千代文化施設フォルテ

美土里生涯学習センターまなび

高宮田園パラッツォ

甲田文化センターミューズ

向原生涯学習センターみらい

健康づくりと介護予防のための
筋力維持・強化運動

対象 65歳以上で、医師から
運動制限を受けていない方

市道の除雪作業

除雪作業へのご理解をお願いします
夜間は大変危険なため除雪作業を行いません。
積雪の状況によっては、除雪作業が遅れたり、交通
規制を行う場合があります。

除雪作業にご協力をお願いします
除雪作業の障害になるため、路上駐車や道路上に
障害物を放置しないでください。
除雪作業で破損する恐れがあるため、道路脇の防
護柵や電気柵などは事前に撤去してください。
各家の出入口は市道ではないため除雪できません。
各家庭で取り除いてください。
道路脇の樹木の枝が積雪でた
わみ、通行に支障がある場合
は所有者が対応してください。
危険な場合は作業者が伐採
する場合があります。

市道に20cm以上の積雪が確認され、
運行に支障がある場合に除雪作業を行います。

□建設課　☎・お太助フォン 47-1208問
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